（添付資料ⅰ）


申請に係る実演が公表著作物等に該当することを疎明する資料

別添資料Xのとおり、本件申請に係る実演「〇〇」は、著作権法第103条において準用する同法第67条第１項において定める公表著作物等に該当する。
